
生駒市市民自治検討委員会広報広聴部会（第２回）検討結果 

【基本構想】 

●市は、市民に対し、市政に関する意思決定過程の情報を明らかにすることにより、市の仕事の内容が市民に理解されるよう努めなけれ

ばならないことを規定する。 

(1) 意思決定の明確化 

（条例案及び条例解説

案） 

【条例原案】 

（意思決定の明確化） 

市は、市民に対し、市政に関する意思決定過程の情報を明らかにすることにより、市の仕事の内容が市民に理解されるよう努めなけれ

ばならない。 

【条例案】 

（意思決定の明確化） 

市は、市民に対し、市政に関する意思決定過程の情報を明らかにすることにより、市の仕事の内容が市民に理解されるよう努めなけれ

ばならない。 

 

【条例解説原案】 

 意思決定の過程とは、市長が政策意思を決定する過程、すなわち「政策意思の形成過程」全般をいい、「どのような情報や案に基づき」

「どのような議論を踏まえ」「どのように考え、いつ、どの時点で判断したか」等の政策決定の過程を明らかにすることを定めるもので、

市は、請求に基づき公開するだけでなく、お知らせ、公表、説明等に努めるよう規定するものです。 

【条例解説案】 

 意思決定の過程とは、市長が政策意思を決定する過程、すなわち「政策意思の形成過程」全般をいい、「どのような情報や案に基づき」

「どのような議論を踏まえ」「どのように考え、いつ、どの時点で判断したか」等の政策決定の過程を明らかにすることを定めるもので、

市は、請求に基づき公開するだけでなく、お知らせ、公表、説明等に努めるよう規定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 



【基本構想】 

●市は、市民からの意見、要望及び苦情等に誠実に対応するとともに、その記録の作成、整理、保存に努めなければならないこと

を規定する。 

 

各市町条例 

(2) 広聴応答義務 

（条例案及び条例解説

案） 

【条例原案】 

（広聴応答義務） 

市は、市民からの行政に関する意見、要望及び苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に対応するものとする。

２ 市は、前項の規定による対応を迅速かつ適正に行うため記録を作成し、整理、保存に努めるものとする。 

【条例案】 

（広聴応答義務） 

市は、市民からの行政に関する意見、要望及び苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に対応するものとする。

２ 市は、前項の規定による対応を迅速かつ適正に行うため記録を作成し、整理、保存に努めるものとする。 

 

【条例解説原案】 

●市民からの意見や要望等に迅速に対応するとともに、その処理結果や理由等を速やかに回答することで、市民との情報共有及び

信頼関係の構築を目指すものです。そのためには、職員一人ひとりの意識改革や各種手続への誠実な対応が必要となります。 

●市民との応対を円滑に行うため、記録を作成し、その整理、保存に努めることを規定するもので、生駒市法令遵守推進条例によ

り運用することになります。 

【生駒市法令遵守推進条例】 

（要望等の記録） 

第６条 職員は、要望等（要望等を行う者（以下「要望者」という｡)が公職者以外の者であるときにあっては、当該要望等が職員

に対して職務に関する具体的な行為をし、又はしないことを求めるものに限る｡)を口頭により受けたときは、その内容を確認し、

簡潔に記録するものとする。 

２ 要望等の記録に関し必要な事項は、規則で定める。 

【生駒市法令遵守推進条例施行規則】 

 （要望等の記録） 

第３条 条例第６条第１項の規定により要望等を記録するに当たっては、不実又は虚偽の記録をしてはならない。 

２ 条例第６条第１項の規定による要望等を受けたときは、要望等の意図及び内容を正確に把握するため、可能な限り複数の職員

で対応するとともに、要望者に要望等を記録した内容（以下「記録内容」という｡)の確認を求めるように努めるものとする。 

３ 条例第６条第１項の規定により記録する事項は、次に掲げる事項（要望者が明らかにしない事項を除く｡)とする。 

(1) 要望等を受けた日時 

(2) 要望等を受けた方法 

 



(3) 要望等を受けた場所 

(4) 要望者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地 

(5) 要望等を受けた職員の所属名、職名及び氏名 

(6) 要望等の件名及び内容 

(7) 要望者に対する回答の内容 

(8) 要望等への対応の結果 

(9) 要望者による記録内容の確認の状況 

(10) 前各号に掲げるもののほか、要望等を記録するために必要な事項 

 （記録内容の報告等） 

第４条 職員は、記録内容を所属長を経て、当該職員の所属に係る部長（市長事務部局の公室長若しくは部長、水道局長、消防長、

教育委員会事務局の部長又は議会事務局長をいう。以下同じ｡)に報告するものとする。 

２ 前項の場合において、職員が特別職に属する職員で常勤のもの又は教育長であるときは、当該記録内容を所管する部長に送付

するものとする。 

３ 前２項の規定による報告又は送付を受けた部長は、当該記録内容について、次に掲げるところにより生駒市法令遵守対策会議

に送付するものとする。 

(1) 記録内容が日常的、定例的又は軽易なものであるときは、毎月末日までに受けた要望等に係る記録内容を翌月の１０日ま

でに送付するものとする。 

(2) 記録内容が重要、異例又は不当要求行為に該当すると認めるときは、直ちに送付するものとする。 

【条例解説案】 

●市民からの意見や要望等に迅速に対応するとともに、その処理結果や理由等を速やかに回答することで、市民との情報共有及び

信頼関係の構築を目指すものです。そのためには、職員一人ひとりの意識改革や各種手続への誠実な対応が必要となります。 

●市民との応対を円滑に行うため、記録を作成し、その整理、保存に努めることを規定するもので、生駒市法令遵守推進条例によ

り運用することになります。 

【生駒市法令遵守推進条例】 

（要望等の記録） 

第６条 職員は、要望等（要望等を行う者（以下「要望者」という｡)が公職者以外の者であるときにあっては、当該要望等が職員

に対して職務に関する具体的な行為をし、又はしないことを求めるものに限る｡)を口頭により受けたときは、その内容を確認し、

簡潔に記録するものとする。 

２ 要望等の記録に関し必要な事項は、規則で定める。 

【生駒市法令遵守推進条例施行規則】 

 （要望等の記録） 

第３条 条例第６条第１項の規定により要望等を記録するに当たっては、不実又は虚偽の記録をしてはならない。 

 



２ 条例第６条第１項の規定による要望等を受けたときは、要望等の意図及び内容を正確に把握するため、可能な限り複数の職員

で対応するとともに、要望者に要望等を記録した内容（以下「記録内容」という｡)の確認を求めるように努めるものとする。 

３ 条例第６条第１項の規定により記録する事項は、次に掲げる事項（要望者が明らかにしない事項を除く｡)とする。 

(1) 要望等を受けた日時 

(2) 要望等を受けた方法 

(3) 要望等を受けた場所 

(4) 要望者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地 

(5) 要望等を受けた職員の所属名、職名及び氏名 

(6) 要望等の件名及び内容 

(7) 要望者に対する回答の内容 

(8) 要望等への対応の結果 

(9) 要望者による記録内容の確認の状況 

(10) 前各号に掲げるもののほか、要望等を記録するために必要な事項 

 （記録内容の報告等） 

第４条 職員は、記録内容を所属長を経て、当該職員の所属に係る部長（市長事務部局の公室長若しくは部長、水道局長、消防長、

教育委員会事務局の部長又は議会事務局長をいう。以下同じ｡)に報告するものとする。 

２ 前項の場合において、職員が特別職に属する職員で常勤のもの又は教育長であるときは、当該記録内容を所管する部長に送付

するものとする。 

３ 前２項の規定による報告又は送付を受けた部長は、当該記録内容について、次に掲げるところにより生駒市法令遵守対策会議

に送付するものとする。 

(1) 記録内容が日常的、定例的又は軽易なものであるときは、毎月末日までに受けた要望等に係る記録内容を翌月の１０日ま

でに送付するものとする。 

(2) 記録内容が重要、異例又は不当要求行為に該当すると認めるときは、直ちに送付するものとする。 

 

 



【基本構想】 

●市は、市民の苦情、要望、提言、意見等に対応するため、適正な機関の運用に努めなければならないことを規定する。 

(3) 広聴対応機関 
（条例案及び条例解説
案） 

【条例原案】 

（広聴対応機関） 

市は、市民の苦情、要望、提言、意見等に対応するため、適正な機関の運用に努めなければならない。 

【条例案】 

（広聴対応機関） 

市は、市民の苦情、要望、提言、意見等に対応するため、必要な措置を講じなければならない。 

 

【条例解説原案】 

 生駒市法令遵守推進条例において、「要望等の記録その他要望等への対応の状況について、定期的に調査を実施し、必要な意見

を述べること」を所掌事項とする法令遵守委員会が設置されており、当該委員会の適正な運用を保証する規定です。 

【生駒市法令遵守推進条例】 

（法令遵守委員会） 

第１６条 この条例の規定によりその権限に属することとされた事項のほか、次に掲げる事項を所掌させるため、委員会を置く。

(1) この条例の施行に関する事項について、市長の諮問に応じて調査審議すること。 

(2) 要望等の記録その他要望等への対応の状況について、定期的に調査を実施し、必要な意見を述べること。 

(3) その他市長が必要と認める事項 

２ 委員会は、委員３人をもって組織する。 

３ 委員は、学識経験者その他法令等又は行政の運営に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て市長が委嘱する。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任されることを妨げない。 

５ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

７ 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

【条例解説案】 

 生駒市法令遵守推進条例において、「要望等の記録その他要望等への対応の状況について、定期的に調査を実施し、必要な意見

を述べること」を所掌事項とする法令遵守委員会が設置されており、当該委員会の適正な運用を保証する規定です。 

【生駒市法令遵守推進条例】 

（法令遵守委員会） 

第１６条 この条例の規定によりその権限に属することとされた事項のほか、次に掲げる事項を所掌させるため、委員会を置く。

(1) この条例の施行に関する事項について、市長の諮問に応じて調査審議すること。 

 



(2) 要望等の記録その他要望等への対応の状況について、定期的に調査を実施し、必要な意見を述べること。 

(3) その他市長が必要と認める事項 

２ 委員会は、委員３人をもって組織する。 

３ 委員は、学識経験者その他法令等又は行政の運営に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て市長が委嘱する。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任されることを妨げない。 

５ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

７ 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

【基本構想】 

●市長は、予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する状況について、所見を付して分かりや

すく公表しなければならないことを規定する。 
 

(4) 財政状況の公表 
（条例案及び条例解説

案） 

 

【条例原案】 

市長は、予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する状況について、所見を付して分かりや

すく公表しなければならない。 

【条例案】 

（財政状況の公表） 

市長は、予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する状況について、所見を付して分かりや

すく公表しなければならない。 

 

【条例解説原案】 

 財政状況の公表は、地方自治法にも規定されていますが、市政運営にとって重要なため、本条例においても規定することとしま

した。公表に当たっては、市長の見解を付けて市民に分かりやすく公表する必要性を規定しています。 

【地方自治法】 

（財政状況の公表等）  

第２４３条の３ 普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年二回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方

債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならない。  

【財政状況の公表に関する条例】 

 (趣旨) 

第 1 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 243 条の 3 第 1 項の規定に基づき、公表すべき財政に関する

事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。 
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【条例解説案】 

 財政状況の公表は、地方自治法にも規定されていますが、市政運営にとって重要なため、本条例においても規定することとしま

した。公表に当たっては、市長の見解を付けて市民に分かりやすく公表する必要性を規定しています。 

【地方自治法】 

（財政状況の公表等）  

第２４３条の３ 普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年二回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方

債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならない。  

 

【財政状況の公表に関する条例】 

 (趣旨) 

第 1 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 243 条の 3 第 1 項の規定に基づき、公表すべき財政に関する

事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。 
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